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人
事
案
件

月月 日日号号

呉呉川川遺遺跡跡とと徳徳川川氏氏大大阪阪城城石石垣垣刻刻印印石石

呉呉川川町町のの町町並並みみ

第第
２２
回回
定定
例例
会会
のの
ああ
らら
まま
しし

※議案番号欄 議提 とあるのは、議員提出議案。

議案番号 件 名 結 果

市

長

提

出

議

案

１
２
３
４
５
６
７
８
９

斜面地建築物の制限に関する条例の一部改正〔直接請求議案〕
固定資産評価審査委員会委員の選任
福祉医療費の助成に関する条例の一部改正
年度一般会計補正予算（第５号）
年度国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）
年度下水道事業特別会計補正予算（第１号）
年度介護保険事業特別会計補正予算（第１号）
年度宅地造成事業特別会計補正予算（第２号）
年度病院事業会計補正予算（第１号）

高浜町用地造成等業務委託契約の議決事項の変更
地方自治法改正に伴う関係条例整備に関する条例の制定
市事務分掌条例の一部改正
芦屋市市民参画及び協働の推進に関する条例制定
芦屋市副市長定数条例の制定
市職員定数条例の一部改正
市職員の特殊勤務手当条例の一部改正
手数料条例の一部改正
市立芦屋高校の廃止に伴う関係条例の制定
市立学校授業料等徴収条例の全部改正
市保健センターの設置管理条例の一部改正
清潔で安全・快適な生活環境の確保に関する条例の制定
市青少年問題協議会条例の一部改正
国民健康保険条例の一部改正
都市公園条例の一部改正
地区計画の区域内の建築物制限に関する条例の一部改正
年度一般会計予算
年度国民健康保険事業特別会計予算
年度下水道事業特別会計予算
年度公共用地取得費特別会計予算
年度都市再開発事業特別会計予算
年度老人保健医療事業特別会計予算
年度駐車場事業特別会計予算
年度介護保険事業特別会計予算
年度宅地造成事業特別会計予算
年度打出芦屋財産区共有財産会計予算
年度三条津知財産区共有財産会計予算
年度病院事業会計予算
年度水道事業会計予算
阪神広域行政圏協議会規約の変更
丹波少年自然の家事務組合規約の変更
阪神水道企業団規約の変更
市立学校教職員退職年金、退職一時金条例の一部改正
市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正
市職員の退職手当に関する条例等の一部改正
市長選挙におけるビラの作成の公費負担条例の制定

否 決（１／ ）
同 意（２／ ）
可 決（３／１）
可 決（３／１）
可 決（３／１）
可 決（３／１）
可 決（３／１）
可 決（３／１）
可 決（３／１）
可 決（３／１）
可 決（３／ ）
可 決（３／ ）
可 決（３／ ）
可 決（３／ ）
可 決（３／ ）
可 決（３／ ）
可 決（３／ ）
可 決（３／ ）
可 決（３／ ）
可 決（３／ ）
可 決（３／ ）
可 決（３／ ）
可 決（３／ ）
可 決（３／ ）
可 決（３／ ）
可 決（３／ ）
可 決（３／ ）
可 決（３／ ）
可 決（３／ ）
可 決（３／ ）
可 決（３／ ）
可 決（３／ ）
可 決（３／ ）
可 決（３／ ）
可 決（３／ ）
可 決（３／ ）
可 決（３／ ）
可 決（３／ ）
可 決（３／ ）
可 決（３／ ）
可 決（３／ ）
可 決（３／ ）
可 決（３／ ）
可 決（３／ ）
可 決（３／ ）

議

提

特別職の職員で非常勤のものの報酬等条例の一部改正
芦屋市男女共同参画社会づくり条例の制定
芦屋市議会議員定数条例の一部改正
被災者生活支援法 再改正に関する意見書
芦屋市議会会議規則の一部改正
芦屋市議会委員会条例の一部改正

修正可決（３／ ）
否 決（３／ ）
可 決（３／１）
可 決（３／ ）
可 決（３／ ）
可 決（３／ ）

請

願

療養病床の廃止・削減計画の中止を求める請願
リハビリテーション打ち切りの調査改善を求める請願
被災者生活再建支援法 再改正に関する請願書

不採択（３／１）
不採択（３／１）
採 択（３／ ）

今
定
例
会
で
同
意
し
た
人
事
案

件
は
次
の
と
お
り
で
す
。
（
敬
称

略
）

■
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
委

員
（
任
期
・
三
年
）

新
原

一
世
（
に
い
は
ら

か

ず
よ
）

親
王
塚
町
在
住
。

可
決
し
た
意
見
書（
要
旨
）

被
災
者
生
活
支
援
法

再
改
正

に
関
す
る
意
見
書

来
年
の
被
災
者
生
活
支
援
法

再
改
正
に
際
し
、

住
宅
本
体
建

設
適
用
を
盛
り
込
む
こ
と
。

す

べ
て
の
被
災
者
が
救
わ
れ
る
よ
う

に
、
支
給
基
準
を
緩
和
す
る
こ
と
。

支
給
額
を
引
き
上
げ
る
こ
と
。

以
上
の
内
容
の
意
見
書
を
衆
議

院
議
長
、
参
議
院
議
長
、
内
閣
総

理
大
臣
、
財
務
大
臣
、
総
務
大
臣
、

国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
ま
し
た
。

可
決
し
た
意
見
書（
要
旨
）

財
政
面
で
の

一
定
の
改
善
は

見
ら
れ
た
も
の

の
、
依
然
と
し

て
厳
し
い
財
政

状
況
の
中
で
、

新
規
事
業
は
極

力
抑
制
し
て
お

り
、
新
た
な
行

政
改
革
の
策
定

は
財
政
再
建
に
必
要
な
対
策

と
し
て
評
価
で
き
る
。
主
な

施
策
で
は
、
新
た
に
路
上
喫

煙
の
禁
止
な
ど
住
環
境
を
守

る
施
策
、
懸
案
で
あ
っ
た
福

祉
セ
ン
タ
ー
着
工
、
学
校
校

舎
の
耐
震
化
、
そ
の
ほ
か
キ

メ
細
か
く
配
慮
さ
れ
た
施
策

の
方
向
が
出
さ
れ
て
い
る
。

今
後
も
さ
ら
に
健
全
な
行
政

運
営
を
目
指
し
て
ほ
し
い
。

地
方
分
権
と

は
名
ば
か
り
か
。

自
分
た
ち
の
こ

と
は
自
分
た
ち

で
決
め
、
市
民

一
人
一
人
が
こ

の
ま
ち
に
暮
ら

し
て
良
か
っ
た

と
実
感
で
き
る

ま
ち
づ
く
り
が

し
た
い
の
に
、
国
は
制
度
を

地
方
に
押
し
つ
け
る
だ
け
で

財
政
措
置
は
行
わ
な
い
。
そ

の
た
め
市
の
事
務
量
は
膨
大
、

繁
雑
と
な
り
現
場
は
混
乱
し
、

財
政
負
担
は
社
会
的
弱
者
に

容
赦
な
く
押
し
つ
け
ら
れ
て

い
る
。
山
中
市
政
の
行
革
が

さ
ら
に
拍
車
を
か
け
市
民
は

悲
鳴
を
あ
げ
て
い
る
。

行
革
反
対
。

市
の
収
入
は

毎
年
見
込
み
を

超
え
て
確
保
さ

れ
、市
長
も
着

実
に
財
政
再
建

に
向
け
て
舵
が

切
れ
た

と
強

調
す
る
が
、
一

方
で
低
所
得
層

の
増
加
な
ど

貧
困
と
格
差
の
拡
大

は

芦
屋
も
例
外
な
く
進
み
、
市

民
の
生
活
難
が
深
ま
っ
て
い

る
。
し
か
し
、
市
民
犠
牲
の

行
革

を
見
直
す
姿
勢
は

見
ら
れ
ず
、

住
民
福
祉
の

機
関

と
し
て
の
行
政
の
役

割
を
果
た
せ
て
い
な
い
。
毎

年
黒
字
の
財
政
力
を
暮
ら
し

最
優
先
に
生
か
す
市
政
へ
の

転
換
を
求
め
る
。

旧
山
手
幼
稚

園
跡
の
山
手
夢

保
育
園
の
開
設

や
乳
幼
児
医
療

助
成
の
小
学
三

年
生
ま
で
の
拡

充
な
ど
評
価
す

る
面
が
多
々
あ

る
。
そ
の
一
方

で
会
派
が
求
め

て
い
る
職
員
の
休
息
時
間
の

廃
止
と
勤
務
時
間
の
延
長
は

見
送
ら
れ
た
。
ま
た
、
市
立

芦
屋
病
院
の
経
営
改
善
は
待

っ
た
な
し
で
あ
る
。
学
校
園

の
耐
震
整
備
も
急
が
れ
る
。

本
市
は
今
後
も
し
ば
ら
く
厳

し
い
財
政
状
況
が
続
く
が
、

地
方
自
治
の
本
旨
で
あ
る
限

ら
れ
た
財
源
で
最
大
の
効
果

を
出
す
よ
う
強
く
求
め
る
。

創政クラブ

精
道
小
体
育

館
跡
地
で
の
消

防
庁
舎
の
建
て

替
え
、
二
十
億

円
も
損
金
が
出

る
福
祉
セ
ン
タ

ー
建
設
の
推
進

に
つ
い
て
は
一

定
の
理
解
も
す

る
が
、
疑
問
点

も
あ
る
の
で
今
後
も
意
見
し

て
い
き
た
い
。
し
か
し
、
行

政
改
革
の
推
進
に
よ
り
明
る

い
展
望
が
見
え
て
き
て
い
る

点
は
評
価
す
る
。
ま
だ
ま
だ

厳
し
い
状
況
に
は
変
わ
り
は

な
い
が
、
市
民
の
暮
ら
し
が

よ
り
向
上
し
て
い
く
よ
う
予

算
執
行
を
し
て
ほ
し
い
。
市

民
あ
っ
て
の
行
政
で
あ
る
こ

と
を
忘
れ
ず
に
。

財
政
再
建
に

向
け
、
行
政
改

革
に
一
定
の
成

果
が
出
て
き
て

い
る
。
さ
ら
に
、

ス
リ
ム
で
効
率

的
な
行
政
を
目

指
し
ム
ダ
を
廃

し
て
ほ
し
い
。

一
方
、
公
明
党

が
、
提
言
し
て
き
た
乳
幼
児

医
療
費
助
成
の
拡
充
、
学
校

な
ど
の
耐
震
化
、
駅
な
ど
の

バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
の
推
進
、

駐
輪
対
策
、
生
活
環
境
対
策

と
し
て
歩
行
喫
煙
や
夜
間
花

火
を
規
制
す
る

清
潔
で
安

全
・
快
適
条
例

の
制
定
を

評
価
す
る
。
ま
た
、
高
齢
社

会
に
対
応
し
た
施
策
の
再
構

築
を
求
め
る
。

施
政
方
針
に
対
し
て

会
派
か
ら
ひ
と
こ
と

施
政
方
針
に
対
し
て

会
派
か
ら
ひ
と
こ
と

日本共産党

英明クラブ

新 社 会 党

ワークショップ

公 明 党

本市議会は、住民から直接請求制度に
基づき提出された 斜面地建築物の制限
に関する条例の一部を改正する条例 を
審議し、賛成少数で否決しました。
■直接請求までの流れ
平成 年 月 日、直接請求代表者が
市長に条例改正請求代表者証明書の交付
申請を行いました。その後の署名活動の
結果、 人分の署名が集まりました。
市選挙管理委員会はこの署名簿を点検し、
有効署名数を 人と決定しました。
直接請求に必要な署名数を満たしたため、
代表者は 月 日、市長に条例改正請求
を行いました。
■平成 年第５回定例会での審議経過
月 日、市長は直接請求を第 号議

案として市議会に付議しました。本市議
会は、市長から議案提出の説明と市長意
見を受け、また、直接請求代表者から意
見陳述を受けました。さらに、この日が
定例会の会期末にあたることから、審査
を行うため、本件を建設常任委員会に付
託の上、閉会中の継続審査としました。
■建設常任委員会での審査など
１月９日開催の委員会では、１月 日

斜面地建築物条例改正案（直接請求）を否決

開催の委員会に、参考人として請求代表
者を招致することを決定しました。
１月 日開催の委員会では、参考人と

して代表者の山村宗平氏、助野琢也氏、
舘村信男氏から意見を聴取しました。審
査後の採決では、本件は賛成少数で否決
すべきものと決しました。
建設常任委員会での審査結果を受け、

議長は、議会運営委員会の議決を経て、
市長に臨時会招集の請求をしました。
■平成 年第１回臨時会での審議経過
１月 日に招集された臨時会では、建
設常任委員長報告の後、本件に対する討
論を行いました。条例改正に反対する立
場では、住環境を守っていく気持ちは請
求人と同じであるが、改正しても建築物
の高さ制限にはつながらない。また、平
坦地で既存不適格建築物が増えることや
小規模建築物への影響もある。できれば
地区計画を設定すべきだとの討論があり
ました。賛成する立場では、住民自らが
行動したことを評価する。日本一厳しい
規制で、住民を大事にする町にしてほし
いとの討論がありましたが、本件は賛成
少数で否決となりました。


